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本号で公布された条例のあらまし

◇国民健康保険事業費納付金の徴収に関する条例（ 条例第41号）

１持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律による国民健康保険

法の一部改正に伴い、国民健康保険事業費納付金の徴収に関し必要な事項を定めることとした。

２この条例は、平成30年４月１日から施行することとした。

◇愛知県事務処理特例条例及び愛知県教育委員会事務処理特例条例の一部を改正する条例（ 条例第42号）

１老人福祉法に基づき老人居宅生活支援事業の開始の届出を受理する等の事務を東三河広域連合に移譲す

る等市町村等が処理することとする知事の権限に属する事務の追加等を行うこととした。

２学校教育法に基づき市町村立専修学校の設置廃止及び目的の変更の認可をし、並びに認可をしない旨を

通知する等の事務を大府市に移譲する等市が処理することとする教育委員会の権限に属する事務の追加を

行うこととした。

３この条例は、平成30年４月１日から施行することとした。

◇職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（ 条例43号）

１一定の一般職の非常勤職員について、その子が２歳に達する日まで育児休業をすることができる場合を

定めること等とした。

２この条例は、公布の日から施行することとした。
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◇職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（ 条例第44号）

１教員特殊業務手当の支給額を引き上げることとした。

２この条例は、平成30年１月１日から施行することとした。

◇愛知県がん対策推進条例の一部を改正する条例（ 条例第45号）

１がん対策基本法の一部改正に伴い、規定の整理を行うこととした。

２この条例は、公布の日から施行することとした。

◇愛知県国営土地改良事業負担金等徴収条例及び愛知県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正す

る条例（ 条例第46号）

１土地改良法の一部改正に伴い、農業者からの申請によらず国又は県の判断により実施する土地改良事業

に係る規定を整備するため、次の条例を次のように改正することとした。

⑴ 愛知県国営土地改良事業負担金等徴収条例

県が徴収する負担金の対象事業に農業用用排水施設の耐震化事業及び土地改良施設の突発事故被害の

復旧事業を追加する。

⑵ 愛知県県営土地改良事業分担金等徴収条例

ア 県が徴収する特別徴収金の対象事業に農地中間管理機構が借り入れている農地に係る基盤整備事業

を追加する。

イ 県が徴収する分担金の対象事業に農業用用排水施設の耐震化事業及び土地改良施設の突発事故被害

の復旧事業を追加する。

２この条例は、公布の日から施行することとした。

◇愛知県屋外広告物条例の一部を改正する条例（ 条例第47号）

１広告物を表示する者若しくは掲出物件を設置する者又はこれらの管理者は、規則で定めるものを除き、

広告物又は掲出物件の劣化及び損傷の状況の点検を行わなければならないこととした。

２規則で定める広告物又は掲出物件については、１の点検を広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要

な知識について国土交通大臣の登録を受けた法人が行う試験に合格した者等に行わせなければならないこ

ととした。

３この条例は、平成30年７月１日から施行することとした。ただし、２については、平成33年７月１日か

ら施行することとした。

◇愛知県県営住宅条例の一部を改正する条例（ 条例第48号）

１地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による公

営住宅法の一部改正に伴い、普通県営住宅の入居者のうち認知症である者等の家賃について、収入の申告

によらず定めることができることとした。

２この条例は、公布の日から施行することとした。

◇愛知県建築基準条例の一部を改正する条例（ 条例第49号）

１日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定について、建築基準法の一部改正に伴い、田園住

居地域における日影時間を指定することとした。

２この条例は、平成30年４月１日から施行することとした。

◇愛知県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（ 条例第50号）

１愛知県精神医療センターの病床数を342床から273床に変更することとした。

２この条例は、平成30年２月１日から施行することとした。

◇愛知県教育委員会教育長給与条例等の一部を改正する条例（ 条例第51号）

１県議会の議長、副議長及び議員、知事、副知事、教育長、地方公営企業管理者、病院事業管理者並びに

常勤の監査委員の期末手当について、次のとおり改定することとした。

⑴ ６月期の支給割合を100分の157.5に引き上げる。
⑵ 12月期の支給割合を100分の172.5に引き上げる。
２この条例は、公布の日から施行し、平成29年６月１日から適用することとした。

◇職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例（ 条例第52号）

１職員及び公立学校職員の退職手当の額を引き下げることとした。

２その他必要な規定の整理を行うこととした。

３この条例は、平成30年１月１日から施行することとした。ただし、２については、同年４月１日から施

行することとした。
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条 例

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 の 徴 収 に 関 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 二 日

愛 知 県 知 事 大 村 秀 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 一 号

国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 の 徴 収 に 関 す る 条 例

　 （ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 条 例 は 、 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第

七 十 五 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 （ 県 が 市 町 村 か ら 徴 収 す る 同

項 の 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 徴 収 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す

る 。

　 （ 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 の 徴 収 ）

第 二 条 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 は 、 年 度 ご と に 、 国 民 健 康 保 険 の 国 庫 負 担 金 等 の 算 定 に 関 す

る 政 令 （ 昭 和 三 十 四 年 政 令 第 四 十 一 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 、 国 民 健 康 保 険 保 険 給 付 費 等 交 付

金 、 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 及 び 標 準 保 険 料 率 に 関 す る 省 令 （ 平 成 二 十 九 年 厚 生 労 働 省 令 第

百 十 一 号 ） 及 び こ の 条 例 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 を 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 市

町 村 か ら 徴 収 す る 。

　 （ 医 療 費 指 数 反 映 係 数 ）

第 三 条 令 第 九 条 第 一 項 第 二 号 イ の 医 療 費 指 数 反 映 係 数 を 定 め る に 当 た っ て は 、 各 市 町 村 に 係 る

令 第 八 条 第 一 号 の 一 般 納 付 金 基 礎 額 に 当 該 市 町 村 に 係 る 同 項 第 二 号 ロ の 年 齢 調 整 後 医 療 費 指 数

の 多 寡 が 反 映 さ れ る よ う に す る も の と し 、 各 市 町 村 に お け る 法 の 規 定 に よ る 保 険 料 （ 地 方 税 法

（ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） の 規 定 に よ る 国 民 健 康 保 険 税 を 含 む 。 以 下 「 保 険 料 」 と

い う 。 ） の 急 激 な 増 加 が 抑 制 さ れ る よ う 配 慮 す る こ と が で き る も の と す る 。

◇職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（ 条例第53号）

１給料表の給料月額を引き上げることとした。

２初任給調整手当について、医学又は歯学の専門的知識を必要とする職員に対する支給月額の限度額を

引き上げることとした。

３一般の職員の勤勉手当について、支給割合を100分の90に引き上げることとした。

４この条例は、公布の日から施行し、１及び２については平成29年４月１日から適用し、３については

同年６月１日から適用することとした。ただし、一部については、平成30年４月１日から施行すること

とした。
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第 四 条 第 一 項 中 「 第 八 十 八 条 第 一 項 の 県 営 土 地 改 良 事 業 」 を 「 第 八 十 七 条 の 三 第 一 項 、 第 八

十 七 条 の 四 第 一 項 及 び 第 八 十 七 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 が 行 う 土 地 改 良 事 業 」 に 、「 つ き 当

該 」 を 「 つ き 、 当 該 」 に 改 め 、 同 条 第 四 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 中 「 に 規 定 す る 目 的

外 用 途 」 を 「 又 は 第 二 項 の 特 別 徴 収 金 の 徴 収 」 に 、 「 同 項 」 を 「 こ れ ら の 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 四 項 と し 、 同 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 前 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 三 項 と し 、 同 条 第 一

項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

２ 県 営 土 地 改 良 事 業 （ 法 第 八 十 七 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 が 行 う 土 地 改 良 事 業 に 限 る 。 ）

の 施 行 に 係 る 地 域 内 に あ る 土 地 に つ き 法 第 九 十 一 条 の 二 第 六 項 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る 者

が 、 そ の 土 地 の 全 部 又 は 一 部 に つ き 、 法 第 八 十 七 条 の 三 第 七 項 に お い て 準 用 す る 法 第 八 十 七

条 第 五 項 の 規 定 に よ る 当 該 県 営 土 地 改 良 事 業 に 係 る 土 地 改 良 事 業 計 画 を 定 め た 旨 の 公 告 の 日

か ら 、 当 該 県 営 土 地 改 良 事 業 の 工 事 の 完 了 の 公 告 の 日 （ そ の 公 告 に お い て 工 事 完 了 の 日 が 示

さ れ た と き は 、 そ の 示 さ れ た 日 ） の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 か ら 起 算 し て 八 年 を 経 過 し な い 間 に 、

当 該 各 号 に 定 め る 場 合 に 該 当 し た と き に は 、 そ の 者 か ら 、 特 別 徴 収 金 を 徴 収 す る 。

第 五 条 中 「 同 条 第 四 項 」 を 「 同 条 第 五 項 」 に 改 め 、 「 。 次 条 に お い て 同 じ 」 を 削 り 、 同 条 に 次

の 一 項 を 加 え る 。

２ 前 条 第 二 項 の 特 別 徴 収 金 は 、 同 項 に 規 定 す る 法 第 九 十 一 条 の 二 第 六 項 各 号 に 定 め る 場 合 に

該 当 し た 日 の 属 す る 年 度 に お い て 、 そ の 全 額 を 徴 収 す る 。

第 六 条 中 「 及 び 」 の 下 に 「 前 条 各 項 に 規 定 す る 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

愛 知 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 二 日

愛 知 県 知 事 大 村 秀 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 七 号

愛 知 県 屋 外 広 告 物 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

愛 知 県 屋 外 広 告 物 条 例 （ 昭 和 三 十 九 年 愛 知 県 条 例 第 五 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 三 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る 。

　 （ 点 検 義 務 ）

第 十 三 条 の 二 広 告 物 を 表 示 し 、 若 し く は 掲 出 物 件 を 設 置 す る 者 又 は こ れ ら を 管 理 す る 者 は 、 規

則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 こ れ ら の 本 体 、 接 合 部 、 支 持 部 分 等 の 劣 化 及 び 損 傷 の 状 況 を 点 検 し

な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 規 則 で 定 め る 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 前 項 の 規 定 に よ る 点 検 の う ち 規 則 で 定 め る 広 告 物 又 は 掲 出 物 件 に 係 る も の は 、 法 第 十 条 第 二

項 第 三 号 イ に 規 定 す る 登 録 試 験 機 関 が 広 告 物 の 表 示 及 び 掲 出 物 件 の 設 置 に 関 し 必 要 な 知 識 に つ
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い て 行 う 試 験 に 合 格 し た 者 又 は こ れ と 同 等 以 上 の 知 識 を 有 す る 者 と し て 規 則 で 定 め る 者 に 行 わ

せ な け れ ば な ら な い 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 三 条 の 次 に 一 条 を 加 え る 改 正 規

定 中 第 十 三 条 の 二 第 二 項 に 係 る 部 分 は 、 平 成 三 十 三 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

愛 知 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 十 二 月 二 十 二 日

愛 知 県 知 事 大 村 秀 章

愛 知 県 条 例 第 四 十 八 号

愛 知 県 県 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

愛 知 県 県 営 住 宅 条 例 （ 昭 和 二 十 八 年 愛 知 県 条 例 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

４ 知 事 は 、 入 居 者 （ 公 営 住 宅 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 建 設 省 令 第 十 九 号 。 以 下 「 省 令 」 と い

う 。 ） 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 者 に 限 る 。 ） が 次 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 収 入 の 申 告 を す

る こ と 及 び 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 報 告 の 請 求 に 応 じ る こ と が 困 難 な 事 情 に あ る と 認 め る と

き は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 入 居 者 の 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の 家 賃 を 、 毎 年 度 、 省 令

第 九 条 に 規 定 す る 方 法 に よ り 把 握 し た 当 該 入 居 者 の 収 入 に 基 づ き 、 近 傍 同 種 の 住 宅 の 家 賃 以 下

で 、 令 第 二 条 に 規 定 す る 方 法 に よ り 、 定 め る こ と が で き る 。

第 十 条 第 一 項 中 「 公 営 住 宅 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 六 年 建 設 省 令 第 十 九 号 ） 」 を 「 省 令 」 に 改 め る 。

第 十 六 条 第 一 項 中 「 、 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 入 居 者 か ら の 収 入 の 申 告 に 基 づ き 」 を 削 り 、

同 条 第 四 項 中 「 前 項 」 を 「 前 二 項 」 に 改 め 、 同 項 を 同 条 第 五 項 と し 、 同 条 第 三 項 の 次 に 次 の 一 項

を 加 え る 。

４ 知 事 は 、 収 入 超 過 者 （ 省 令 第 八 条 各 号 に 掲 げ る 者 に 該 当 す る 者 に 限 る 。 ） が 前 項 の 規 定 に 該 当

す る 場 合 に お い て 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 収 入 の 申 告 を す る こ と 及 び 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に

よ る 報 告 の 請 求 に 応 じ る こ と が 困 難 な 事 情 に あ る と 認 め る と き は 、 第 九 条 第 四 項 及 び 前 項 の 規

定 に か か わ ら ず 、 当 該 収 入 超 過 者 の 普 通 県 営 住 宅 の 毎 月 の 家 賃 を 、 毎 年 度 、 省 令 第 九 条 に 規 定

す る 方 法 に よ り 把 握 し た 当 該 収 入 超 過 者 の 収 入 に 基 づ き 、 近 傍 同 種 の 住 宅 の 家 賃 以 下 で 、 令 第

八 条 第 三 項 に お い て 読 み 替 え て 準 用 す る 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 方 法 に よ り 、 定 め る こ と が で き

る 。

第 十 七 条 第 一 項 中 「 、 第 十 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 入 居 者 か ら の 収 入 の 申 告 に 基 づ き 」 を 削 り 、

同 条 第 三 項 中 「 前 条 第 三 項 」 を 「 第 四 項 並 び に 前 条 第 三 項 及 び 第 四 項 」 に 改 め る 。

第 二 十 条 の 二 第 一 項 の 表 中 「 第 十 六 条 第 三 項 」 を 「 第 四 項 若 し く は 第 十 六 条 第 三 項 若 し く は 第

四 項 」 に 、 「 第 十 六 条 第 四 項 」 を 「 第 十 六 条 第 五 項 」 に 改 め る 。

Administrator
長方形


